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別紙１

後期高齢者医療費

（一部負担金含む）
伸び率 伸び率

平成２０年度 83,333 人 67,458,480 千円 809,505 円 853,391 円

平成２１年度 84,775 人 69,730,998 千円 822,542 円 101.6% 874,915 円 102.5%

平成２２年度 86,122 人 72,750,354 千円 844,736 円 102.7% 893,918 円 102.2%

　※全国一人当たり医療費は、『国民健康保険中央会医療費速報』より

一般分 合計 伸率

平成２０年度 （実績：11ヶ月） 53,477,890,623 55,941,990,843

平成２１年度 （実績） 61,257,840,674 63,742,005,894 113.94

平成２２年度 （実績） 64,481,997,635 66,756,186,951 104.73

平成２３年度 (見込） 66,706,728,385 68,979,839,108 103.33

平成２４年度 （見込） 70,473,638,298 72,665,658,795 105.34

平成２５年度 （見込） 74,194,696,126 76,292,439,964 104.992,097,743,838

2,192,020,497

2,273,110,723

2,274,189,316

2,484,165,220

2,464,100,220

一人当たり医療費
（一部負担金含む）

全国一人当たり医療費
（一部負担金含む）

被保険者数

鳥 取 県 後 期 高 齢 者 医 療 費 状 況

療養給付費等の推移と平成２４～２５年度における療養給付費の推計

年度 現役並み所得分
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平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

一般分 現役並み所得分 

【推計方法】 

① 平成20～23年度における各月間伸び率の各月平均値をα～α12とする。 

② 直近月の実績値に当該月α値を乗じて、翌月額を算出 

③ ②を12回繰り返して年間数値を算出 
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別紙２

後期高齢者医療　一人当たり医療費の都道府県順位

都道府県
一人当たり
医療費

全国平均＝100
とした指数

都道府県
一人当たり
医療費

全国平均＝100
とした指数

都道府県
一人当たり
医療費

全国平均＝100
とした指数

都道府県
一人当たり
医療費

全国平均＝100
とした指数

都道府県
一人当たり
医療費

全国平均＝100
とした指数

（円） （円） （円） （円） （円）

1 　福岡県 1,138,416 130.1 　北海道 1,052,948 120.3 　福岡県 1,081,244 126.7 　福岡県 1,081,193 124.7 　福岡県 1,075,811 123.8

2 　高知県 1,082,136 123.7 　福岡県 1,107,709 126.6 　北海道 1,031,914 120.9 　高知県 1,051,252 121.3 　高知県 1,037,818 119.4

3 　北海道 1,063,927 121.6 　高知県 1,048,788 119.9 　高知県 1,023,040 119.9 　北海道 1,044,367 120.5 　北海道 1,035,316 119.1

4 　広島県 1,039,348 118.8 　広島県 1,016,423 116.2 　長崎県 990,014 116.0 　沖縄県 1,004,823 115.9 　沖縄県 1,004,614 115.6

5 　長崎県 1,036,905 118.5 　長崎県 1,011,082 115.6 　広島県 989,658 116.0 　広島県 1,003,965 115.8 　広島県 1,004,462 115.6

6 　大阪府 1,027,103 117.4 　大阪府 1,000,893 114.4 　大阪府 974,108 114.1 　大阪府 997,078 115.0 　大阪府 1,002,450 115.3

7 　鹿児島県 1,011,008 115.6 　鹿児島県 985,929 112.7 　鹿児島県 958,628 112.3 　長崎県 993,452 114.6 　長崎県 992,411 114.2

8 　佐賀県 1,010,462 115.5 　佐賀県 972,416 111.1 　沖縄県 957,931 112.2 　鹿児島県 958,621 110.6 　鹿児島県 957,157 110.1

9 　沖縄県 990,566 113.2 　沖縄県 966,582 110.5 　佐賀県 946,234 110.9 　大分県 954,665 110.1 　大分県 949,036 109.2

10 　大分県 987,949 112.9 　大分県 963,842 110.2 　大分県 938,811 110.0 　佐賀県 953,986 110.0 　佐賀県 946,962 109.0

11 　熊本県 987,240 112.8 　熊本県 958,596 109.6 　熊本県 938,647 110.0 　熊本県 949,425 109.5 　熊本県 944,465 108.7

12 　山口県 987,234 112.8 　山口県 958,287 109.5 　山口県 934,441 109.5 　石川県 948,543 109.4 　京都府 941,688 108.3

13 　石川県 969,351 110.8 　石川県 946,494 108.2 　石川県 924,851 108.4 　山口県 945,530 109.1 　山口県 935,936 107.7

14 　京都府 963,024 110.1 　京都府 941,828 107.6 　京都府 919,231 107.7 　京都府 941,908 108.7 　石川県 934,486 107.5

15 　岡山県 938,070 107.2 　岡山県 918,190 104.9 　岡山県 894,726 104.8 　香川県 917,639 105.9 　香川県 911,972 104.9

16 　兵庫県 936,749 107.1 　徳島県 913,080 104.4 　香川県 888,560 104.1 　徳島県 915,019 105.5 　岡山県 904,520 104.1

17 　徳島県 934,733 106.8 　兵庫県 909,320 103.9 　徳島県 884,774 103.7 　岡山県 905,184 104.4 　兵庫県 892,023 102.6

18 　香川県 925,558 105.8 　香川県 906,002 103.6 　兵庫県 877,782 102.9 　兵庫県 892,437 102.9 　徳島県 876,978 100.9

19 　愛媛県 901,711 103.1 　愛媛県 875,797 100.1 　宮崎県 853,166 100.0 　愛媛県 874,955 100.9 　愛媛県 865,724 99.6

20 　愛知県 896,766 102.5 　愛知県 875,336 100.0 　愛媛県 847,557 99.3 　宮崎県 868,540 100.2 　宮崎県 863,244 99.3

21 　奈良県 882,847 100.9 　宮崎県 863,573 98.7 　愛知県 845,163 99.0 　奈良県 864,574 99.7 　和歌山県 862,563 99.2

22 　滋賀県 882,206 100.8 　奈良県 863,414 98.7 　奈良県 838,802 98.3 　和歌山県 864,181 99.7 　奈良県 857,022 98.6

23 　宮崎県 881,395 100.7 　滋賀県 853,187 97.5 　和歌山県 837,831 98.2 　福井県 863,256 99.6 　愛知県 853,036 98.1

24 　和歌山県 877,365 100.3 　和歌山県 852,956 97.5 　東京都 829,584 97.2 　滋賀県 858,907 99.1 　滋賀県 850,276 97.8

25 　福井県 873,036 99.8 　東京都 849,218 97.1 　福井県 827,536 97.0 　愛知県 852,169 98.3 　福井県 841,963 96.9

26 　東京都 869,577 99.4 　福井県 847,785 96.9 　滋賀県 823,333 96.5 　島根県 836,713 96.5 　東京都 838,627 96.5

27 　島根県 847,969 96.9 　鳥取県 822,542 94.0 　鳥取県 809,505 94.9 　鳥取県 826,996 95.4 　島根県 824,894 94.9

28 　鳥取県 844,736 96.6 　島根県 822,497 94.0 　島根県 809,314 94.8 　福島県 816,049 94.1 　鳥取県 821,241 94.5

29 　富山県 836,671 95.6 　富山県 816,018 93.3 　富山県 794,850 93.1 　埼玉県 814,082 93.9 　埼玉県 817,483 94.1

30 　神奈川県 824,849 94.3 　埼玉県 809,095 92.5 　神奈川県 792,672 92.9 　秋田県 813,052 93.8 　福島県 807,153 92.9

31 　埼玉県 822,372 94.0 　神奈川県 808,677 92.4 　埼玉県 791,504 92.7 　岐阜県 809,507 93.4 　神奈川県 806,233 92.8

32 　群馬県 813,962 93.0 　福島県 808,601 92.4 　福島県 791,233 92.7 　宮城県 808,350 93.2 　宮城県 806,163 92.8

33 　岐阜県 810,789 92.7 　宮城県 798,219 91.2 　宮城県 781,389 91.6 　富山県 807,854 93.2 　岐阜県 805,671 92.7

34 　福島県 809,748 92.6 　群馬県 793,275 90.7 　岐阜県 772,303 90.5 　神奈川県 807,745 93.2 　富山県 800,805 92.1

35 　山梨県 802,396 91.7 　岐阜県 793,090 90.6 　群馬県 770,936 90.3 　群馬県 800,287 92.3 　秋田県 794,440 91.4

36 　宮城県 799,256 91.4 　秋田県 785,496 89.8 　秋田県 768,860 90.1 　山梨県 785,181 90.6 　群馬県 792,565 91.2

37 　茨城県 794,846 90.8 　山梨県 781,855 89.4 　青森県 768,169 90.0 　東京都 782,946 90.3 　山梨県 780,087 89.8

38 　栃木県 789,003 90.2 　茨城県 778,102 88.9 　山梨県 761,540 89.2 　青森県 782,356 90.2 　青森県 775,926 89.3

39 　秋田県 787,330 90.0 　青森県 777,994 88.9 　茨城県 756,370 88.6 　茨城県 768,920 88.7 　茨城県 764,809 88.0

40 　青森県 783,379 89.5 　山形県 765,962 87.5 　栃木県 745,697 87.4 　三重県 763,448 88.1 　三重県 761,905 87.7

41 　三重県 777,213 88.8 　栃木県 764,440 87.4 　千葉県 742,967 87.1 　千葉県 762,670 88.0 　栃木県 757,774 87.2

42 　山形県 774,464 88.5 　三重県 763,016 87.2 　三重県 742,083 87.0 　岩手県 747,507 86.2 　千葉県 757,538 87.2

43 　千葉県 766,609 87.6 　千葉県 757,501 86.6 　山形県 741,360 86.9 　栃木県 746,026 86.1 　山形県 741,299 85.3

44 　長野県 765,833 87.5 　静岡県 743,554 85.0 　静岡県 725,179 85.0 　静岡県 741,926 85.6 　静岡県 740,544 85.2

45 　静岡県 759,899 86.9 　長野県 742,333 84.8 　岩手県 717,365 84.1 　山形県 741,287 85.5 　岩手県 733,622 84.4

46 　新潟県 728,229 83.2 　岩手県 723,946 82.7 　長野県 712,147 83.4 　新潟県 730,039 84.2 　新潟県 726,964 83.6

47 　岩手県 722,299 82.6 　新潟県 719,530 82.2 　新潟県 702,778 82.4 　長野県 717,570 82.8 　長野県 715,744 82.3

- 全国平均 893,918 100.0 全国平均 874,915 100.0 全国平均 853,391 100.0 全国平均 866,911 100.0 全国平均 869,163 100.0

最大/最小 1.58倍 最大/最小 1.54倍 最大/最小 1.54倍 最大/最小 1.51倍 最大/最小 1.50倍

※国民健康保険中央会作成資料

国保老人（市町村）

平成19年度

順位
平成22年度 平成21年度 平成20年度

国保老人（市町村+組合）
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別紙３

　　交付

　　貸付

償還

※医療給付費以外の費用については、その全額を保険料で賄う。

　　　　　市町村
　　　　　　定率公費負担
　　　　　　　　（約８％）

公費補填

約50% 約50%

　　　　　国
　　　　　　定率公費負担
　　　　　　　（約２５％）

保険者からの支援金
（約４０％）

　　　　　県
　　　　　　定率公費負担
　　　　　　　　（約８％）

　　　　　国
　　　　　　　調整交付金
　　　　　　　　（約８％）

（国） （県）

保険料

後期高齢者医療（医療給付費）の財源構成 

 

現役世代からの支援として各医療保険（国民

健康保険、被用者保険）の被保険者の保険料

の一部を交付する。 

 

 【交付対象】◇特定費用 ・・・ ９／１０ 

 

著しく高額な医療費の発生による財政影響を

緩和するため、各広域連合からの拠出金を財

源として、レセプト１件あたり４００万円超の医

療費の２００万円超の部分について、財政調

後期高齢者交付金 

特別高額医療費共同事業 

 

高額な医療の発生による広域連合の財政リ

スクの緩和を図るため、レセプト１件あたり８０

万円を超える医療費の部分について、国、県

が負担。 

    

      保険基盤安定制度 
 

 低所得者等の保険料軽減分を公費で 

補填。 

 

特定費用（現役並所得者分）を除く医療給付

費の１２分の１相当。 

 

 ◇普通調整交付金（全体の9/10） 

  被保険者の所得格差による広域連合間の 

 財政力の不均衡を調整するために交付。 

 

 ◇特別調整交付金（全体の1/10） 

調整交付金（国） 

高額医療に対する支援 

 

特定費用（現役並所得者分）を除く医療給付

費に対し国、県、市町村が定率で負担。 

 

  ◇国    ・・・ １２分の３ 

  ◇県    ・・・ １２分の１ 

定率公費負担 

       財政安定化基金 
 

保険料未納リスク、給付増リスク等による

広域連合の財政影響に対応するため、国、

県、広域連合が拠出して県に基金を設置し、

広域連合に対し貸付等を行う。 

 

   【拠出割合】 国       ・・・ １／３ 

3頁



賦課総額の算出方法の概要（１）

【高齢者医療確保法施行令第１８条第３項の規定により算出】

被保険者に係る療養の
給付に要する費用から
一部負担金に相当する
費用を控除した額

被保険者に係る
入院時食事療養
費等※の額

財政安定化
基金拠出金
等の額

特別高額医療
費共同事業拠
出金の額

保健事業に要
する費用の額

審査支払
手数料の額

その他の
費用の額

１ 平成２２年度及び平成２３年度の後期高齢者医療に係る費用の見込額の合算額を算出

国庫負担金
（高額医療費に係る
負担額を含む。）

調整交付金
都道府県負担金

（高額医療費に係る
負担額を含む。）

市町村
負担金

後期高齢者
交付金

特別高額医
療費共同事
業交付金

国庫
補助金

都道府県
補助金

市町村
補助金

その他の
収入

＝
費
用
の
額

＋

＋

＋ ＋ ＋ ＋

収
入
の
額

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋＋

＝

２ 平成２２年度及び平成２３年度の後期高齢者医療に係る収入の見込額の合算額を算出

３ 保険料収納必要見込額を算出

※ 入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養費・移送費・高額療養費・高額介護合算療養費

保険料収納必要見込額 費用の見込額 収入の見込額＝ －

４ 賦課総額を算出

賦課総額 保険料収納必要見込額 予定保険料収納率※＝ ÷

＋

広域連合
補助金 ＋

※ 予定保険料収納率＝特別徴収割合＋（１－特別徴収割合）×普通徴収収納率の見込み
平成２０年度の収納率及び特別徴収割合を勘案して算出すること。
＜参考＞
平成２０年度における全国の被保険者に係る特別徴収割合は６０％（金額ベース）。
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被保険者に係る療養の
給付に要する費用から
一部負担金に相当する
費用を控除した額

被保険者に係る
入院時食事療養
費等の額

＋

財政安定化
基金拠出金

等の額

特別高額医療費
共同事業拠出金の額

保健事業に
要する費用の額

審査支払
手数料の額

その他の
費用の額

１ 平成２２年度及び平成２３年度の後期高齢者医療に係る費用の見込額の算出方法

平成20年度給付費×（平成22年度給付費伸び率＋平成23年度給付費伸び率）①

②
厚生労働大臣が定める標準財政安定化基金拠出率は、平成20年度から25年度までの6年間
については0.09％としており、これを踏まえ、各都道府県と協議の上、平成22年度及び23
年度における拠出金及び償還金を見込むこと。

③

④

⑤

⑥

（健診単価－受診者負担額）×（平成22年度被保険者見込数＋平成23年度被保険者見込数）
×受診率※

審査支払手数料単価× 平成20年度一人当たり年間レセプト枚数
×（平成22年度被保険者見込数＋平成23年度被保険者見込数）

葬祭費単価×（平成22年度死亡者数の見込数＋平成23年度死亡者数の見込数）×支給率※
＋その他費用の見込額

※ 平成20年度及び国保加入時における実績等より見込むこと。

※ 平成20年度の健康診査の受診実績等より見込むこと。

賦課総額の算出方法の概要（２）

平成20年度の実績額等を基に平成22年度及び平成23年度における額を見込むこと。
※ 拠出金に対する国庫補助額については、予算の範囲内において措置する予定。
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２ 平成２２年度及び平成２３年度の後期高齢者医療に係る収入の見込額の算出方法

国庫負担金
(高額医療費に係る
負担額を含む。）

調整
交付金

都道府県負担金
(高額医療費に係る
負担額を含む。）

市町村
負担金

後期高齢者
交付金

特別高額医
療費共同事
業交付金

国庫
補助金

都道府県
補助金

市町村
補助金

広域連合
補助金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（1①の額－特定費用の額※１）×3／12 ＋ 高額医療費公費負担額（国庫負担分）※２

保険料の算定に計上すべき費用に対する補助金その他の収入が
見込まれる場合は、広域連合にて見込むこと。

※１ 特定費用の額＝平成20年度における現役並み所得者に係る給付費×（平成22年度給付費伸び率＋平成23年度給付費伸び率）

（1①の額－2①の特定費用の額）×1／12 ＋ 高額医療費公費負担額（都道府県負担分）※

（1①の額－2①の特定費用の額）×1／12

（1①の額－2①の特定費用の額）×｛1－（後期高齢者負担率＋50／100）｝
＋ 2①の特定費用の額×（1－後期高齢者負担率）

平成20年度の実績額を基に平成22年度及び平成23年度における額を見込むこと。

【普通調整交付金】

【特別調整交付金】

平成20年度の実績額を基に平成22年度及び23年度における額を見込むこと。

※２ 高額医療費公費負担額（国庫負担分）＝ 平成22年度及び平成23年度における高額医療費負担対象額※３×1／4

その他の
収入

3を参考に平成22年度及び平成23年度における額を見込むこと。

※３ 高額医療費負担対象額については、平成20年度における80万円を超える医療費の実績等を基に見込むこと。

※ 高額医療費公費負担額（都道府県負担分）＝ 平成22年度及び平成23年度における2①の高額医療費負担対象額×1／4
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３ その他

① 調整交付金の見込額の算定について

※２ 補正前調整係数＝｛（1①の額－2①の特定費用の額）×（1/12＋後期高齢者負担率）
＋2①の特定費用の額×後期高齢者負担率－（2②の特別調整交付金
＋2①及び2③の高額医療費公費負担額）｝／ ｛（1①の額－2①の特定費用の額）
×（1/12＋後期高齢者負担率）＋2①の特定費用の額×後期高齢者負担率 ｝

※３ 所得係数については、平成20年度の調整交付金における数値を基本とすること。

※１ 調整係数＝補正前調整係数※２×補正係数

普通調整交付金＝｛（1①の額－2①の特定費用の額）×（1/12＋後期高齢者負担率）＋2①の特定費用の額
×後期高齢者負担率｝×調整係数※１－｛1①の額×（5％＋5％×所得係数）｝
×調整係数※１
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別紙５

　その他については、各年齢区分ごとの対前年度伸び率が均等となるよう配分。

鳥取県将来人口推計（人）

Ｈ20年
（2008年）

Ｈ21年
（2009年）

Ｈ22年
（2010年）

Ｈ23年
（2011年）

Ｈ24年
（2012年）

Ｈ25年
（2013年）

Ｈ26年
（2014年）

Ｈ27年
（2015年）

65～69歳 34,933 36,265 35,980 37,139 38,298 39,457 40,616 41,775

70～74歳 34,893 33,592 32,855 33,718 34,581 35,444 36,307 37,170

69,826 69,857 68,835 70,857 72,879 74,901 76,923 78,945

75～79歳 32,767 32,467 32,267 32,562 32,857 33,153 33,448 33,743

80～84歳 25,977 26,819 26,987 27,261 27,535 27,808 28,082 28,356

85～89歳 14,429 15,567 16,557 16,757 16,957 17,158 17,358 17,558

90歳～ 9,148 9,437 10,227 10,363 10,499 10,634 10,770 10,906

82,321 84,290 86,038 86,943 87,848 88,753 89,658 90,563

被保険者人口推計表（人）

Ｈ20年
（2008年）

Ｈ21年
（2009年）

Ｈ22年
（2010年）

Ｈ23年
（2011年）

Ｈ24年
（2012年）

Ｈ25年
（2013年）

Ｈ26年
（2014年）

Ｈ27年
（2015年）

69,826 69,857 68,835 70,857 72,879 74,901 76,923 78,945

2,859 2,568 2,286 2,038 2,059 2,079 2,098 2,115

82,321 84,290 86,038 86,943 87,848 88,753 89,658 90,563

生活保護受給者を除く対象者数（B）　 80,319 82,110 83,639 85,469 86,577 87,690 88,808 89,932

83,178 84,678 85,925 87,507 88,636 89,770 90,906 92,047

1,500 1,247 1,582 1,129 1,133 1,137 1,141

被  保  険  者  人  口  推  計

　平成23年以降の人口増加数は国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』による。

増  　　　　　　　　　減

項　　　目

障害認定
対象年齢

小　　　　　計

対象年齢

被保険者人口（合計）（A）＋（B）

小　　　　　計

項　　　　　　　　　目

障害認定
対象年齢

対象者総数（65歳～74歳）

障害認定者数（A）

対象年齢

対象者総数（75歳～）
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別紙６

鳥取県後期高齢者医療　保険料市町村別収納率（平成２２年度）

現年度分

調定額 収納額(*1) 徴収率 調定額 収納額(*1) 徴収率 徴収率 調定額 収納額(*1) 徴収率

鳥取市 916,564,500 916,564,500 100.00% 404,164,800 397,226,074 98.28% 99.47% 10,233,701 4,748,896 46.40%

米子市 708,774,000 708,774,000 100.00% 390,585,900 382,815,933 98.01% 99.29% 11,986,129 6,894,651 57.52%

倉吉市 257,588,500 257,588,500 100.00% 110,808,500 109,318,540 98.66% 99.60% 1,826,040 1,145,909 62.75%

境港市 174,670,000 174,670,000 100.00% 82,055,500 80,065,700 97.58% 99.22% 2,016,200 1,258,100 62.40%

岩美町 64,361,700 64,361,700 100.00% 25,650,800 25,022,300 97.55% 99.30% 216,800 75,700 34.92%

若桜町 22,678,800 22,678,800 100.00% 6,700,500 6,700,500 100.00% 100.00% 0 0

智頭町 41,564,400 41,564,400 100.00% 9,242,800 9,097,800 98.43% 99.71% 335,800 34,000 10.13%

八頭町 82,845,500 82,845,500 100.00% 27,574,800 26,887,044 97.51% 99.38% 212,300 172,400 81.21%

三朝町 36,147,100 36,147,100 100.00% 10,964,000 10,941,500 99.79% 99.95% 286,200 286,200 100.00%

湯梨浜町 75,912,800 75,912,800 100.00% 28,215,600 27,805,400 98.55% 99.61% 552,900 371,989 67.28%

琴浦町 93,036,900 93,036,900 100.00% 35,668,100 35,320,100 99.02% 99.73% 648,300 211,000 32.55%

北栄町 73,454,400 73,454,400 100.00% 21,206,100 21,094,500 99.47% 99.88% 219,100 147,300 67.23%

日吉津村 18,438,200 18,438,200 100.00% 7,158,900 7,158,900 100.00% 100.00% 0 0

大山町 84,018,000 84,018,000 100.00% 26,223,500 25,889,180 98.73% 99.70% 767,680 602,655 78.50%

南部町 59,772,700 59,772,700 100.00% 14,965,400 14,957,300 99.95% 99.99% 26,900 26,900 100.00%

伯耆町 60,667,500 60,667,500 100.00% 20,606,100 20,311,500 98.57% 99.64% 905,020 385,060 42.55%

日南町 41,806,400 41,806,400 100.00% 10,611,100 10,581,900 99.72% 99.94% 0 0

日野町 26,850,500 26,850,500 100.00% 7,026,300 7,026,300 100.00% 100.00% 0 0

江府町 20,716,200 20,716,200 100.00% 6,857,700 6,849,700 99.88% 99.97% 33,900 33,900 100.00%

合計 2,859,868,100 2,859,868,100 100.00% 1,246,286,400 1,225,070,171 98.30% 99.48% 30,266,970 16,394,660 54.17%

*1 還付未済額は除く

普通徴収（滞納繰越分）普通徴収特別徴収
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別紙７

単位：（円）

金　　　　　額

① 給付費等総額 148,958,098,758

② 財政安定化基金拠出金 給付見込額×0．0009 134,062,288

③ 特別高額医療費共同事業拠出金 後期高齢者医療制度補助金で補填されるため、算出しない 0

④ 保健事業に関する費用 健康診査事業 265,160,153

⑤ 診療報酬審査支払手数料 年間レセプト枚数×98円 458,075,245

⑥ 葬祭費 葬祭費の支給人数×20，000円 218,869,000

⑦ その他 一時借入金利息 0

150,034,265,444

金　　　　　額

① 国庫負担金 給付費の３/１２＋高額医療費公費負担 36,721,307,418

② 調整交付金 普通調整交付金、特別調整交付金 14,730,321,903

③ 県負担金 給付費の１/１２＋高額医療費公費負担 12,609,918,348

④ 市町村負担金 給付費の１/１２ 12,055,694,535

⑤ 後期高齢者交付金（支払基金） 給付費の３９．４９％＋特定費用額の８９．４９％ 60,968,435,367

⑥ 特別高額医療費共同事業交付金 400万円超の医療費について、財政調整 13,000,000

国庫補助金 保健事業に対する補助金 48,031,000

県補助金 保健事業に対する補助金 48,031,000

市町村負担金 保健事業に対する負担金 67,279,285

⑧ その他 第三者求償による収入 130,000,000

⑨ 繰入金 基金繰入金

137,392,018,857

費用の額合計－収入の額合計 12,642,246,588

99.48%

保険料収納必要額÷予定保険料収納率 12,708,329,903

（仮）賦課総額＋被保険者数見込数（178,406人）×50円 12,717,250,300

賦課総額÷被保険者数 71,283

※収入の額の①③④⑤の給付費は、費用の額の①の給付費等総額から特定費用額（現役並所得者の給付費）を控除した金額

均等割:所得割＝５９:４１で算出 7,503,177,677

均等割額総額÷被保険者数2年間合計（178,406人） 42,056.76

賦課総額－均等割額総額 5,214,072,623

被保険者総所得金額２年間 71,203,461,530

限度超過額除外 64,865,210,292

所得割額総額÷総所得金額 8.0383%

保険料に係る賦課総額の算出表

費
　
用
　
の
　
額

収
　
　
入
　
　
の
　
　
額

保 険 料 収 納 必 要 額

項　　　　　　　　　　　目

項　　　　　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　　　　計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　　　　計

⑦

予 定 保 険 料 収 納 率

（仮）賦　  課　  総  　額

所　得　割　額

賦　 　 課 　　 総  　　額

一人当たり年間保険料額

均等割額総額

均　等　割　額

所得割額総額

総所得金額見込（補正後）

総所得金額見込
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別紙８ 

 

保険料構成比及び保険料（たたき台）算出表 

 

○賦課総額＝応益保険料（均等割総額）＋応能保険料（所得割総額） 

 

○応益保険料（均等割総額）：応能保険料（所得割総額）＝１：所得係数 

  鳥取県の所得係数                   ＝ ０．６９８７ 

  所得係数０．６９８７で算出     応益保険料（均等割）割合＝ ５９％ 

応能保険料（所得割）割合＝ ４１％ 

※割合は四捨五入して整数値とする 

 

○均等割額 ＝ 賦課総額×賦課割合（均等割）÷被保険者数 

               12,717,250,300 円×0．59÷178,406 人 ＝ 42,057円  

 

○所得割率 ＝ 賦課総額×賦課割合（所得割）÷所得金額の合計額 

          12,717,250,300 円×0．41÷64,865,210,292 円 ＝ 8.04％  

           ※所得割合は、限度額超過分所得を控除するため補正済み 
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